
倉敷市自殺対策基本計画（素案）の 

パブリックコメント集約結果 

 

倉敷市自殺対策基本計画（素案）について，倉敷市パブリックコメント手続要綱（平成２１

年１２月８日告示第６８３号）に基づき市民の皆様から広く意見を募集しましたが，その結果

は次のとおりです。 

記 

１ 意見等の件数 １人 ４件 

２ 御意見の要旨と市の考え方 

次ページのとおりです。 

３ 今後の予定 

倉敷市自殺対策基本計画審議会より計画（案）の答申をいただいた後に，倉敷市自殺対策

基本計画を制定し，公表します。 

４ 参考 

意見募集期間 平成２７年９月１日（火）～９月３０日（水） 

 

 

 

 

 

御意見をお寄せいただきました皆様の御協力に厚くお礼申し上げます。 

倉敷市保健福祉局 倉敷市保健所 保健課  



 

№ 御意見の要旨 倉敷市の考え方 

1 

内容について異論はなく，よくまとめ

ていると思うが，総花的で，ボリューム

たっぷりで，市が特にどの項目に力点を

置くのかが推察出来ない。 

 地域の様々な人にゲートキーパーの役割及び，

その役割を担う大切さを知っていただくことをこ

の計画の重点的な取組みとして，計画書（素案）

の１８・１９ページに掲載しております。重点的

な取組みについては今後，計画書の概要版や広報

くらしきで市民の皆様に広くお知らせする予定で

す。 

2 

 家庭崩壊が自殺問題に限らず諸悪の根

源である。自殺問題は典型的な弱者問題

であり家庭崩壊の問題をストレートに表

現しない，できないままでは根本的な防

止策にならない。一家団欒を少しずつで

もよいから取り戻すために市が何かでき

るはずだと思考すること 

 家庭問題は家族間の人間関係，子育て，介護な

どの他，家族の健康，進学，就職，結婚など様々

なものが起因していると考えられます。個人的な

問題もありますが，社会的支援ができるものもあ

ると考えます。計画（素案）では家庭問題を自殺

の背景にある様々な社会的要因の１つと捉えて，

「自殺に関する市民一人ひとりの気づきと見守り

の促進（Ｐ２１)」，「心の健康づくりの相談体制

の整備及び充実（Ｐ２３)」，「自殺予防のための

社会的取組の強化（Ｐ２５)」等行っていくことと

しております。 

3 

 様々な委員会や催し物で委員や講師や

指導者が選任されると思うが，その一員

に人生経験を積んだ人や神職や僧職の人

も人選してはどうか。 

 行事の目的に応じて検討したいと考えます。 

4 

 基本的善悪すら知らない人にゲーム機

やスマホを持たせない、売らない、又は

悪そのものと言えるコンテンツ（内容）

を装備しないように仕向ける絶え間ない

努力をしてほしい。 

 青少年の健全なインターネット・スマートフォン

の利用について教育委員会を中心に取組を進めます

（Ｐ２１)。 



パブリックコメント要約版

１　案件名  

倉敷市自殺対策基本計画（素案）について

２　募集期間　

平成２７年９月1日（火）～９月３０日（水）

３　趣旨

倉敷市の「生きる支援」を推進し，1人でも多くの大切な命を守るために制定された，「倉敷市自
殺対策基本条例」に基づき，倉敷市自殺対策基本計画を策定することになりました。
このたび，「倉敷市自殺対策基本計画（素案）」を作成しましたので，皆様からの御意見を募集し
ます。

４　資料閲覧場所

市保健所保健課，児島・玉島・水島の各保健福祉センター保健推進室（真備保健推進室を含
む。），情報公開室，庄・茶屋町・船穂支所，市ホームページ

５　提出方法

（１）意見を提出できる方
市内に住所を有する方，市内に通勤または通学・通所する方
（２）提出方法
上記の担当課に直接持参，郵送，FAX，電子メール等で提出ください。（※直接持参の場合は，
土・日・祝日・年末年始を除く　8時30分～17時15分）
（３）提出された御意見は整理・集約して，市の考え方とあわせて公表します。（住所，氏名などの
個人情報は公表しません。）
（４）提出された御意見に対して，個別の回答はいたしませんので，あらかじめ御了承ください。
御記入いただいた個人情報は，本件以外の目的には使用いたしません。

６　問合せ先

市保健所保健課精神保健係
〒７１０－０８３４　倉敷市笹沖１７０番地
Tel　４３４－９８２３
Fax　４３４－９８０５
Ｅメール　hltmen@city.kurashiki.okayama.jp
































































